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１）日時・場所 

○ と き ： 平成 24 年 11 月 14 日（水） 10：00 ～ 11：45 

○ ところ ： 沖縄総合事務局４階 事業審査室 

  
２）出席者 

沖縄総合事務局 開発建設部 道路建設課   堀道路計画調整官、伊芸係長、 

譜久里 

                建設産業・地方整備課 川崎地方整備官 

           （オブザーバー）建設行政課   上原課長補佐、岩元係長 

総務部   跡地利用対策課 田仲課長補佐、新里専門官 

沖縄県     企画部   企画調整課  下地跡地対策監、塩川主任、 

        土木建築部 道路街路課   赤崎班長、大城主任技師、照屋主任 

宜野湾市   基地政策部  基地跡地対策課 田場次長、仲村係長、渡嘉敷主事 

玉野総合コンサルタント（株）         水野、笹本 

 

３）議事 

○ 普天間飛行場跡地利用に係る幹線道路網の見直し方針図（案） 

 

４）意見交換内容 

沖縄総合事務局：中部縦貫道路、宜野湾横断道路の位置付け、機能はどのように考えているの

か。中間とりまとめ（案）では「地域高規格道路」としているが、見直し案では跡地関

連道路の主要幹線道路として自由度を持たせている。 

県企画調整課：これまで色んな所でそれぞれの立場から検討がなされていた。今回まとめよう

という第一歩だと考えるが、広域的道路の位置づけなど現段階で決められるものでもな

い。次につなげていく為にどこまでを整理して、次にどこまでの段階で中間とりまとめ

を出していくかを含めて議論していきたい。 

県道路街路課：平成 19、20、21 の３年間かけて中部縦貫道路と宜野湾横断道路についての

調査を実施した。その中では中部縦貫については広域的な道路として掘割構造、地域高

規格的な構造とし、宜野湾横断もトンネル構造としており地域高規格に近いものである。

よって、中間とりまとめ（案）では、それをうけた地域高規格的な位置づけと考えてい

る。平成２３年度に、中部縦貫道路は宜野湾市の区間のみ高規格な道路、宜野湾横断道

路は、国道 58 号、西海岸と国道 329 号と東海岸を結ぶ機能、道路の必要性を検討。

県としては地域高規格の必要性は低いと考えている。構造的には地表を考えており資料

にある平面案はそれを受けたものである。 

県企画調整課：跡地側からは跡地利用にとって良い案を示し、さまざまな意見をうけ整理しま

とめていきたい。 

県道路街路課：中部縦貫道路は国道 330 号の浦添区間、宜野湾横断道路は浦添西原線のイメ

ージで、沖縄自動車道とはスマートＩC により連結するイメージを考えている。 

■ 幹線道路ワーキング部会（第２回） 
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沖縄総合事務局：図中の西海岸道路との結節、沖縄自動車道との結節の○印はスマートＩＣの

ことか。幹線道路協議会での位置づけはない。 

県道路街路課：はしご道路ネットワークでは６箇所位置づけられている。北中城と西原の間の

はしご道路はスマート IC 接続の位置づけはないが、宜野湾横断道路がはしご道路の１つ

であるためスマートＩＣでの結節を提案しているもの。 

沖縄総合事務局：今回の案では明確に○印があるが、位置づけがない中で表記されているため

ネクスコなどから意見が出る可能性が考えられる。 

県道路街路課：あくまでも提案です。ここで出来るかどうかは、構造的、地形的な検討や、ネ

クスコや沖縄総合事務局道路建設課など調整が必要と考えている。 

沖縄総合事務局：中部縦貫道路や宜野湾横断道路は、幹線道路協議会などで議論されるもので

あるが、跡地であるため議論されていない。街路であれば幹線道路協議会ではなく県や

管理者で議論することになる。その中での検討と認識する。明日の行政連絡会議ではど

のような提示をするのか。 

県企画調整課：明日は提示しない。平成 21 年度に道路網配置パターン、平成 23 年度に公園

緑地の配置パターンを決め、それを踏まえて検討する旨説明する。公表にあたり反応や

影響ついても検討しておく必要がある。 

県道路街路課：スマートＩＣについては、広域的な面でも西海岸道路と沖縄自動車道との結節

は必要と考え検討しているもの。 

沖縄総合事務局：公表する際には管理者等との調整が必要と考える。宜野湾横断道路と沖縄自

動車、西海岸道路の接続の表現については検討が必要。今後、返還時期などを踏まえて

状況に応じて見直せばよいと考える。高速と高速をつなぐジャンクションのような考え

も出てくる。縦横の線形は柔軟に見直し可能か。土地利用計画は決まっているのか。 

県企画調整課：線形に関しては、昨年度の広域緑地の検討による地下の水脈や文化財の保全な

どによる影響も大きい。 

沖縄総合事務局：地下水や文化財により限定された位置なのか。 

県企画調整課：返還後の立ち入り調査により具体的な位置等がわかれば見直していくことにな

るが、自然環境等を保全する基本的な考え方は変わらないと考える。 

沖縄総合事務局：構造比較ではどれがよいか。 

県企画調整課：現段階では決められないが、いろいろな可能性を検討し、今後の状況に応じ変

更することも視野に入れ検討している。 

玉野総合コンサルタント：構造に関しては道路機能と跡地利用側のメリットが相反する面があ

りメリット・デメリットを把握するため比較検討している。詳細な検討は現地の状況が

わかった時点で判断せざる得ないと考える。 

沖縄総合事務局：比較案に橋梁案が無いのは不自然ではないか。 

県道路街路課：現況が比較的平らでであり構造物を作る必要性が低く、基地跡地でもあるので

沿道からのアクセスを考慮し平面案を提案している。 

県企画調整課：県（都市計画・モノレール課、企画部交通政策課）、宜野湾市（区画整理課、都

市計画課）でも検討した。道路の構造は、中部縦貫道路は地下とし上部に都市幹線道路

という２重構造も考えていた。土地利用の分断がなくて有効に使え、沿道利用もできる

案として考えている。ただし、地下の水脈への影響も考えれれる。 

沖縄総合事務局：橋梁案として広域的な道路は通過させる考えはどうか。 

玉野総合コンサルタント：掘り込み型に近い形になる。掘り込みとか高架にすれば立体的にな
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り都市側の道路とは縁が切れる。都市側としては中部縦貫道路が平面にくるよりは、土

地利用としてはやりやすい面はある。 

沖縄総合事務局：道路整備の面からは経済的で、沿道利用も考慮したものを考える必要がある。 

県道路街路課：地形的に必要であれば高架やトンネルもありえる。土地利用としてはある程度

制約がでるが地形的に平面でできるものは平面を基本として提案している。 

沖縄総合事務局：中部縦貫道路は、自動車専用道路か。その両側に街路を配置しているイメー

ジか。 

県道路街路課：自動車専用道路ではない。国道 330 号の浦添区間のイメージで、構造的には

国道 58 号宜野湾バイパスをイメージしている。歩道-側道-本線-側道-歩道となる。 

沖縄総合事務局：車道部分が中部縦貫道路、側道、歩道は街路という位置付けか。側道から、

中部縦貫道路本線にはアクセスできるのか。 

県道路街路課：位置づけによるがそのようなイメージで考えている。アクセスについては、国

道 58 号宜野湾バイパスのイメージである。側道と本線との間の緑地帯を切ってアクセ

スするハーフアクセスである。平面案のデメリットが多くある印象を受ける。トンネル

構造の場合も上部は土地利用出来ないのではないか。 

県企画調整課：跡地利用は大きな政策課題である。表現等に検討が必要。 

沖縄総合事務局：沖縄自動車道との結節については、交差はさせるがスマートＩＣまでは示し

ないような表現ではどうか。結節方法も含めて今後の検討課題としてはどうか。 

沖縄総合事務局：平面案と掘込案では幅員が異なるがどう考えるのか。 

県企画調整課：現段階では 大限確保する方向考えている。掘割案は高低差があるため法面用

地が必要となり用地幅が広くなる 

沖縄総合事務局：公共交通との関係はどのように考えているのか。公共交通を前提と考えてい

るのであれば道路の機能、規模も変わってくる。 

県企画調整課：これまでも公共交通軸に関する検討が進められており、跡地のまちづくりの原

動力として期待し、跡地への導入を前提とした計画づくりを考えている。ただし、今後

の調査検討とあわせて、公共交通の導入の有無に応じて、道路の位置づけ機能・計画に

反映しつつ、土地利用や基盤施設の計画にも反映していく 

 

以上 
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５）配布資料 
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